
資料 前 回語問泉件の報

学校 と等幕とのねユと拡に孫る機定書

定川可転す客員会 〈以下 「幾青奈氏会Jと いう。)と 科奈川保争暮本部 (以下 「や寒本3F」
という。)と は 児 = 生 たえ表のための字枚とや宗との相互主歩について 次 のとおり鶴
定を,営 する。

iた 機 えのミ用に営たつて14、この48えの目的を主成することなく 児 主 二 定のため
のえ養 お 等を行う上で、兵にねユモをがた車をお合にR, 付 報奨供するものとする。

(R的 )
第1冬  こ の海え`と、義百=員 会とを寒ネⅢが 相 二に児童 生 たの狙人や表をttな し球頓

に●tお してえ量 生 た丈室に活用することによ' え 登 生 食の英全百茂 キ 行力上えび
4L事残等防止を図ることを目均とする。
(え氏)

第2各  こ の鶴々ltおいて次の各,に 打1テる河善のを生1ま ちま各子に定めるところによる。
(1)キ 4r祭団 基 え族守、盛抗的にれ羅行お午と率 うえすや回をいう。
(2)lL平 行為奪 ミ 法行弟次tF不代4r葛 (拭酒、夕達 Xた はいかいその他自己スはに人

の毎とを奪する行毒)を いう。
(とおな関)

第3各  こ の協定において 豊 転を4rう機nd(メ 下 「主楊機関」という。)1= 次 に41げる
ものとする。
(1)気 青奈員会主びに寒"1可主の小学枚衣びヤ挙棋 (以下 「学技Jと いう。)
(2)な 索神 及び神奈川津内に所在する守窯号 (以下 「卒宗Jと いう。)
〈室あの内基)

第4各  =あ 残閲ti 一 在的と主務ti tとよう 柏 Zに え査 生 4tの狙人情報を提供 し、た
実にな してお拭を行い、交全打汽 斗 行防止えす花軍技害け上を国るものとする。
(4t薇提供する手奮)

弁5各  こ のるたF=■'4毎 技四が捉水する怖ネは 次 の手空に孫るものとする。
(1)奪 宗から孝佐へ主体する子無
ア 兄 を 生 定を主蒋火はオ活こと したキ寄
イ や 行各国に関にする兄士 生 たの手寄
ウ 児 立 生 交分It率4r考年のうち化の兄士 生 交に彩年をえlFすおそれのある手奈
ユ 児 士 生 たが4L軍行為守を辞 ,モ しているキ客
オ え 量 生 交が化罪の社等にと うおそれのある手策

(2)孝枚から書宗へ奨供する手窓
ブ 万し率lF持守に関する手策
イ い じめ 児 主店や守に関する手策
ウ キ 4r筆回に関する手策
工 本 効年に関する手☆
オ え 士 生 たが閉L軍の技害にモ うおそれのある手空
(t紙 提供の内容)

第64 こ の機えによりこ荘技間が提供する持薇は 次 の内容とする。
(1)奪 来から字伎へ提供する内窓
ア ぢ 儀手費に終る兄室 生 食の代を 生 年月日 午 誉 仁 所 学 年 attに関する内容
イ 夢 tA手行の毎妥に関する内本
ウ 曽 ま事☆卜体る関fr曽手若への■掛状元 は ☆芳 〈法え代弘 をさを。以下同じ。)ヘ
の食拷)に 関する内ぷ

(2)孝 棋から書冬へ提供する内岳
ア 曽 弦手書に孫る児童 生 たの代を 生 年月日 午 掛 仁 所 幸 年 笠 に関する的窓
イ 曽 弦手寮の経要に関する内暮
ウ 手 球に終る指専状元に関する内本
工 曽 較手寄に孫る瞬終ヨ手方への主祥沢光 (係☆オヘの主鑑)に 関する内容



く相互宝おのた芋考えび方法)
第7各  相 互主おのための情ネ提供及び工牟は、柱■入は枚えがあらかじあおえする方及び

奪宗暑長入は争宗手とがあうかじめおえすとおす所定の f兄士 二 定のlt全有嵐を経過す
ると告率J く以下 r4簿 車Jと ぃぅ。)を もってtrう。ただし 番 経の号李は、0哀 で帝
根主体した食、芝録手をもって行うものとする。
(なすの保持〕

第3各  と おな関は、ほ冬 提 供 したt張 について、次のとおりよ玉うものとする。
(1)な 球のほ章を逮守する。
(2)張 冬 英 供 した豊特=(写 しを合む。)の 得存親Hは 1午 問 〈作え日り岳するキ注の

主午友木まで)と し、ほ存親Rを ■またと路ネはⅢ宍に残書する。
(3)に 牟した情報は、このおえの目的放本の目的に利問し え tまとおな関ス本のものに掟
供してはならとい。
田 我関の奈務)

第9祭 この協えに孫る主強を行うにまたっては 主転機関!ま次のキ張に努め,ければなち
な ヽヽ

。

(1)提供する特疑については、工手を翔すること。
(21児空 生交への対たに当たつては、この協定の目的t路 二た 棋 育カミ及び代全有な卜宜

(3卜と書ざす漬療きを帯繁g溝&主に利用しをいこ4 また 学枚ti に祭した情相を
見量 生 交に不利基処分を離すために利痴 しをいこと。

(4)挙棋ちrt義モ供をするに身たつてtと、え士 生 代に対し保tL若ヒニおして十分をえ長 括
率をなみ室ねた上で行うこと。
(検ユ)

第10奈 4Lj機 関!i こ の鶴々の三角よ元について 毎 年左校とし、その結主岩来に点 じて
送妥 特々工を毒するものとする。
(鶴筑)

第11会 こ の鶴えを円者に実指するため とおな関t女た要にた し 峰 式を行うことができる。
(港行)

第12各 こ のHEえは、千え25年 6月 1日から括析する。

この格定の嵐主を証するため こ のち々むを21E作成し、索"lT狂 育奏員会な有長及び十
年州峠書寒本部長が屯た軒Ⅲの上 み 自その1■ を体有する。
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学校と警察との相互連機に係る実施要偵

来川町軟育委員会
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第 1章 搭 則

(目的)

第1粂 こ の髪領は 児童 生徒支援のための字校と客素との構二連携に係る協定書 (以下 「鵬

定書」という )に 基づき 児 童 生 後の48と育茂 非 行防止及び犯9,按督防止のための

情報提供及び情報収集の円滑な実施について必要な事項を定めるものとする

(と本的考え方)

第2条  本 働度は 数背4旧 慮のもとに選サ,さ力1るものであり 替 紫への情報提供に当たって

は 児 薫 生 徒に対し保理者 (法定代埋人を台む 以 下同じ )と 連悦して■分な支握 控

事を積み観 」た上で 4「報提供するものとする

2 学 校は 嘗 家から収栄した情報をもって 当 脱児童 生 徒に対して 不 率1ことなる取鞍い

をすることなく 事 案に関係する児童 生 夜が「P全な宇按生活を送ることができるよう ほ

ほ者や警察との連操のもとで維続nJな支援 指 導を行うものとする

(個人情報の保緩)

冷3条  児 童 生 徒の岨人lb報については 敦 T接 員会は寒川町個人情報保護条例の実麟 関

として 個 人情報保躍の重要性にかんがみ 適 Fな 取扱いを職傑するものとする

(連際の従事者等)

第4楽  連 張の従事者は 接 長文ほ接長があらかしめ指定する者 (以下 「接長執  と いう )

とし 本 稿度に係る伸報の提供及び収楽を行う

2 際 長は 皆理事務 (「児童 生徒の健金育成をlF進する連絡票J(以 下 「運結票Jと いう )

の作成 管 理 保 管及び利用等に関する事務 )を 格括する

3 情 報の取扱者は 被 長又は夜長が事案に応じて指定する者とする

第 2書 情報収典

(本人 保 護者への通如)

絡5条  警 察から情報を収巣した場合は 原則として 接 長年は収集した情報の内容を当骸児

童 生 往本人及び当骸児童 生 徒の保蔑きに適知するものとする た だし 児 重虐待のケー

ス0で  本 人に危省が及ポ恐れがあるため 害 蕪が保題者通知を行わなかった場合は こ の

収りではない。

(「連絡殉 の受額及び保存期間)

第6条  害 祭から情報を収集する増合は 投長frは 警察磐長又は警察署長があらかじめ指定

する者 (以下 「雷索署長尊Jと いう )力 “作成した 「連絡票」を 増 察挙長率から手渡しに

より受領する

2 児 童 生従の生命 身 体又は成との安全を守るため緊急かつやむを得ない場合に□頭で脩

報を収集した場合は あ らためて警察署長尊が1,成した 1連絡粟Jを 受領する



3 書 黛から伸報を収集した培合は 核曇奪は 「連お票」を 1年間 (作成日のRfら 年度の翌

年度末まrl保 存し そ の後 桂実に虎資するものとする。

像 吉密員会への報告)

菊7条  ■ 索から情毎を取繁した毎合は 接曇等は  「連為殉 の写しにより 速 やかに強育

委員会に毎告しなけれlraらない。

第 3■ 情偲提供

(情報提供)

第8条  臨 定書第 5条 第 2号 に規定する事策のうち害索へ情報を提供することがでせる場合

は 次 のとおりとする

t)0蕪 の有する専門的知様や手法が立ちIEりのための支援又は指導に効果があると見

込まれるも合

!21 児舌 生 党の心身1モ重大な彰●を及1ますおそ,1のある糧合

い 人 保 ほ=へ の澄鈍)

窮9条  "宗 へ情報を提供する場合は 原 則として 接 長等は提供する情報の内害を当接児

重 生 確本人及び当峡児童 生 後の保確者にj8知するものとする。ただし 児 童虐特のケー

ス等で 本 人に危害が及ぷ恐れがある増合は 保 ほ者通知は行わない

(「連絡殉 の作成及び保存期間)

第10条 奪 索へ情報を提供する揺合は 被 曇奪は 「連海票Jを 作成し 寧 窯零長寄に手漢しす

る

2 児 童 生徒の生命 身様又は財産の安全を守るため慕なかつやむを得ない培合に日顕で情

報を提供した母合は あ らためて接長等は 「連幣和 を作成し 争 宗署長寄に手産しする。

3 書 索へ情報を軽供した掲合は 校長年は 「連絡和 の写しを1年間 (fF成8の Rす る年度

の翌年度求まで)保 存し そ の後 確 実に鹿豪するものとする

く技古察員会へのtt 潮

第11条 技 長奪は 害 察へ情報を提供する嶋合は 「連路票Jを 作成し 尊 前に牧青奏員会に
i連お環Jの 写しを提出して承秘を得なけ31tlRならない た だし 児 童 生 徒の生命 身 体

又は財産の安全を守るため緊窓かつ や むを得ない場合には こ の限りではない.

2 敏 育委員会は 情報提供の差井及び提供する内容について険対し 被 長●に対して必要な

指導及び助甘を行うものとする

3 第 1項ただし書きに規定する場合は 被 景●は 情 報提供後 確 洛殉 の写しにより 速

やかに強有奏員会に報告しな↓加 1まならない.

第4■ 購

(縦長の資騎)

第j2条 段 長は 協取民にこの要領の趣旨を用加し 技憩員が協力して適切に運用できる体制

を薦立するとともに 児 童 生徒及び保寝者にこの要傾の連旨を日知し 保 8書 の十分な理

係 ほ力を求めるものとする。

(数青奏員会の費務)

第13条 牧 ■奏員会は 児童 生 徒の情報の取強いについて こ の要領の趣旨をお脱すること

なく 各 事項が出守されるように努めるとともに 枚 長等に対しては 必要な拍車及び助言
を行うものとする。

第5や 雑別
(封田ほ日)

第14条 この要額の実湾に当たり必要ない項は 強 青委員会が別に定めることjtfせる

附 則

この要ほltX 平成25年 6月 1日から実携する.



童 ・生徒の健全育成を推進する連絡

発信 受 信の,J 発信   受 信 ⅢいずれかをOで 躍む

発信 受 信の

年月日時

平 成 年 月 日 〈 ) 時 分

発 信  者 氏  名

学校

電滴

警察署

〈 )

発 信  者 氏  名

学校

電83

等安暑

( )

児童 生 徒

氏  名

生年月日 平成  年   月    日 生  (   歳 )

住  所

学年 紙 学年   紅

事案の概要

学校が行 つた

指導

関係当喜者への

連絡状況


